
者であるか若しくは国民年金の被保険者
であった者であって、日本国内に住所を
有し、かつ、６０歳以上６５歳未満であ
る者であって、その初診日の前日におい
て、当該初診日の属する月の前々月まで
に国民年金の被保険者期間があり、かつ、
①　当該被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間を合算した期間
が当該被保険者期間の３分の２を満たし
ていること、又は、②　当該初診日の属
する月の前々月までの１年間のうちに保
険料納付済期間及び保険料免除期間以外
の期間がないこと、のいずれかに該当し
ていること（以下、この①及び②の要件
を「保険料納付要件」という。）、そして、
障害認定日又は裁定請求日におけるその
傷病による障害の状態が、国民年金法施
行令別表に定める程度（障害等級１級又
は２級）に該当することが必要とされて
いる。

２　請求人は、請求人の統合失調症に係る
初診日（以下「本件初診日」という。）
は、平成◯年◯月◯日である旨主張して
おり、本件の問題点は、この請求人の主
張が認められるかどうかである。

第２　当審査会の判断
１　請求人が、本件初診日を平成◯年◯月

◯日とする根拠資料は、ａ病院ｂ科・Ａ
医師作成の平成◯年◯月◯日付け受診状
況等証明書（以下「本件証明書」とい
う。）である。
　本件証明書には、傷病名は「パニック
障害」、発病は平成◯年◯月頃、発病から
初診までの経過として、「将来の事を考え
ると不安が募り、考えが止まらず、過去
の記憶が次々と頭の中で映像として浮か
び、ついには頭が真っ白になる。寒気、
震えを伴うという。道を歩いている時に、
見られているのではないかといった被注
察感があるなどを主訴に、平成◯年◯月
◯日当院初診した。」と記載され、治療内
容及び経過として、「覚醒剤等の使用は本
人否定。対応は丁寧で礼儀正しい印象で
あった。不安が強いせいか気が小さい印
象を受けた。話の内容は奇異なものはな
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主文
　後記「事実」欄第２の２記載の原処分を取
り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、国民年金法による
障害基礎年金の支給を求めるということで
ある。

第２　事案の概要
　本件記録によれば、事案の概要は次のと
おりである。
１　請求人は、統合失調症により障害の状

態にあるとして、平成◯年◯月◯日（受
付）、厚生労働大臣に対し、事後重症によ
る請求として、障害基礎年金の裁定を請
求した（以下「本件請求」という。）。な
お、裁定請求書には、初診日は平成◯年
◯月◯日と記載されている。

２　厚生労働大臣は、平成◯年◯月◯日付
けで、請求人に対し、請求に係る統合失
調症の初診日は平成◯年◯月◯日と判断
され、その前日において後記「理由」欄
第１の１記載の保険料納付要件を充足し
ない旨の理由により、障害基礎年金を支
給しない旨の処分（以下「原処分」とい
う。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、標記の
社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　障害基礎年金が支給されるためには、
障害の原因となった傷病について初めて
医師又は歯科医師の診療を受けた日（以
下「初診日」という。）において、２０歳
未満であること、又は国民年金の被保険



ある。）。
⑵　本件請求において添付されたＢ医師

作成の平成◯年◯月◯日付け診断書
（以下「Ｂ診断書②」という。）には、
本件受診後のこととして、発病から現
在までの病歴等の欄（請求人の姉Ｃの
陳述によるもの）に「中断以降も、近
隣住民の情報によると、周囲との接触
はほぼないものの、家の近所や他人の
敷地に入り草むしりをし続けたり、特
定の物を集めたり、掃除することに固
執する等奇異な行動は目立っていたと
のこと。」、備考欄には「Ｈ◯年からＨ
◯年頃にかけ就労していたこともある
が短期間で退職しており、姉、近隣住
民の情報を踏まえると、精神障害の症
状に伴う自己管理能力、役割遂行能力
の著しい制限によるものと考えられる。
引きこもり状態についても、自閉性、
意欲の減退等精神障害の症状が起因し
ていると推測される。ａ病院初診時の
診断名はパニック障害であるが、結果
的には現在の統合失調症の初期症状で
あると考えられ」るとの記載がある。

⑶　本件証明書記載の本件受診時の請求
人の主訴について、Ｂ医師は、請求人
代理人の質問に対する平成◯年◯月◯
日付け回答書において、統合失調症の
初期の自覚症状と考えられるとしてい
る。

⑷　本件記録によれば、平成◯年◯月か
ら平成◯年◯月までの請求人に係る厚
生年金保険の被保険者資格は、次のと
おりであり、比較的短期間で被保険者
資格の取得喪失を繰り返していること
が認められる。

　再取得（平成年月日）　喪失（平成年月日）
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯
　　　◯．◯．◯　　　　　◯．◯．◯

く、話の経過もきちんとしていた。独居
であったため、本人の了承を受け祖父へ
連絡し来院していただいた。本人の希望
があれば入院も考慮すると話したが、通
院治療となったため、薬剤を投与した。
しかしその後通院はなく治療中断した。」
と記載され、当時の診療録により記載し
たとされている。

２　保険者は、上記平成◯年◯月◯日の受
診（以下「本件受診」という。）は自己中
断により当日１日のみであり、その後請
求人は断続的ながらも就労し、平成◯年
◯月◯日にｃ病院（以下「ｃ病院」とい
う。）を受診するまで約９年経過している
こと等から、上記の「パニック障害」は
統合失調症とは別傷病である旨主張す
る。
　そこで、本件受診以前のことを含む経
緯を検討する。
⑴　本件証明書より前の作成日付である

ｃ病院ｂ科・Ｂ医師（以下「Ｂ医師」
という。）作成の平成◯年◯月◯日付け

「診断書（精神障害者保健福祉手帳用）
（以下「Ｂ診断書①」という。）は、病
名を統合失調症とし、発病から現在ま
での病歴等として「Ｈ◯年、父他界後
より意欲の低下出現し、Ｈ◯年、姉の
結婚後一人暮らしとなり、生活が崩れ
だした。Ｈ◯年頃から職に就かず、消
防を呼ぶ等騒ぎを起こし近隣からも苦
情が出た。生活は、公共料金の支払い
出来ずライフラインが止まり、姉が支
払っていた。その後、姉が２年程同居
し生活を支えたが、姉の生活確保の為
別居。以降ライフラインが再度止まり、
姉が再度支払い何とか生活維持。年
金、国民健康保険、税金などは未納。
Ｈ◯年◯月他所の敷地内に入り物を燃
やしたり、電線を切る等迷惑行為見ら
れ、近隣からの警察通報により当院初
受診。」と記載され、Ｂ医師は、推定発
病期間を「平成◯年頃」としている（こ
れによれば、Ｂ医師は、本件証明書の
作成より前に、請求人の統合失調症発
症を平成◯年頃と推定していたもので



３　以上に基づき検討すると、平成◯年◯
月◯日の本件受診時において、担当医師
が、請求人に覚醒剤等の使用歴を尋ね、
幻覚症状や被注察感を認め、祖父に来て
もらい、入院も検討させていることから
して、同医師は傷病名をパニック障害と
はしているものの、統合失調症を疑って
いたことがうかがわれる。上記２⑴のＢ
診断書①記載の平成◯年以降の事情及び
上記２⑵のＢ診断書②記載の受診中断後
の事情も本件受診当時、既に請求人に統
合失調症が発症していたことをうかがわ
せるものであり、保険者が指摘する上記
２⑷の就労状況は、むしろ、請求人が本
件受診後、継続的就労を困難とする状態
にあったことの表れと見得るものである。
これらの事情を勘案すると、平成◯年◯
月◯日をもって本件初診日と認めるのが
相当であり、この認定を覆すに足りる資
料はない。

４　本件記録によれば、本件初診日が平成
◯年◯月◯日であるとしたとき、その初
診日の前日において、当該初診日の属す
る月の前々月までに国民年金の被保険者
期間があり、かつ、保険料納付要件（当
該被保険者期間に係る保険料納付済期間
と保険料免除期間を合算した期間が当該
被保険者期間の３分の２を満たしている
こと）を充足していることが認められる。

５　以上の次第で、本件初診日を平成◯年
◯月◯日であるとして障害基礎年金を支
給しないとした原処分は、相当でないか
ら取り消すこととし、改めて第一次的判
断権を有する処分権者において障害の状
態及び程度を認定の上、本件請求に対す
る処分をするのが相当である。
　よって、主文のとおり裁決する。




